
 

（様式１－３） 

福島県（大熊町）帰還・移住等環境整備事業計画  

帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和６年１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 54 事業名 大熊町移住定住支援センター業務事業 事業番号 (7)-49-4 

交付団体 大熊町 事業実施主体（直接/間接） 大熊町（直接） 

総交付対象事業費 (114,821) 

161,533千円 

全体事業費 （114,821） 

161,533千円 

帰還・移住等環境整備に関する目標 

本町では「大熊町第二次復興計画改訂版」（平成 31年３月）において、「避難先及び大熊町内での安定し

た生活」と「帰町を選択できるとともに、町外からも人が来たくなる環境づくり」という２つの計画理念に

基づき各復興事業等を進めている。 

 復興計画にある帰町を選択できる環境づくりの一環として、既に大川原地区復興拠点においては帰還に

向けたインフラ整備を先行しており、令和４年春には町の中心部を含む特定復興再生拠点区域の避難指示

解除したことで、当該区域の生活環境整備も急務となっている。 

 また、復興計画を実現させるためには町外からの移住者を積極的に増やしていく取組が必要であるため、

町では令和２年度に「大熊町移住・定住促進中期戦略」を策定し、令和７年度までに 100名程度の移住者の

獲得を目指している。 

 中期戦略に基づき各種施策の企画や立案等を行い、移住定住に係る取り組みを展開していく。 

事業概要 

当町のまちづくりにおいて、移住定住施策等による新規住民の獲得が重要なことは前述の「帰還・移住等

環境整備に関する目標」のとおりであるが、町の大部分の避難指示が現在も継続していること等により他市

町村に比べ復旧復興事業の負担が大きい状況にあり、町単独での移住定住支援の企画検討や展開がマンパ

ワー不足により実行できないと共に、知識、経験、ノウハウも圧倒的に不足している。 

 震災から 10年以上が経過し、避難先での定住、震災の風化などが加速的に進んでいる現状から復旧復興

事業と並行して移住定住施策を検討、展開していくことは、ふるさと大熊町の存続にとって必須である。令

和６年度も当町を選び移住を検討してくれる方に対し町民と変わらないサポートをするために、１人１人

に寄り添った対応やホットラインの構築を実現し、町の移住者を増やすために「移住定住支援センター」を

整備し、本施設の運営管理を一般社団法人おおくままちづくり公社が指定管理者として行う。 

 

１．移住定住の促進に関する事業 

 ・移住定住事業の業務設計及び運用 

 ・大熊町内で実施される移住定住関連活動に係るチームマネジメント 

 

２．移住定住の促進を支援する業務 

 ・移住定住相談窓口の設置・対応 

 ・町内の職業相談・職業紹介窓口 

・移住定住希望者向け町内現地案内 

・移住定住を促進する情報発信（パンフレット配布、センターSNS等更新） 

 ・移住定住を促進するイベント等の企画・実行または参加 

 ・移住定住を促進するお試し住宅の運営 



 

＜大熊町第二次復興計画改訂版＞ 

・P９ ２．第二次復興計画改訂版の理念・目指す姿  

◆理念２ 帰町を選択できるとともに、町外からも人が来たくなる環境づくり 

・P24 ３．重点施策 ４）関係人口・交流人口を増やすための取り組み 

＜大熊町 移住・定住促進中期戦略＞ 

・P２ ２ 移住・定住の位置付け・目標値 

・P４ ５ 取組と実行基盤 （１）主な取り組み （２）推進・実行体制 

当面の事業概要 

令和２年度に策定した「大熊町 移住・定住促進中期戦略（令和３～７年度）」に基づき各種施策の検討や

実施をしていく計画だが、移住定住施策の実行担い手を前年度同様に「一般社団法人おおくままちづくり公

社」として指定管理にて移住定住支援センターを運用する。 

令和５年度は、令和４年度の実績から改善を踏まえた施設運営・イベントの実施、イベント等の情報発

信、無料職業相談や企業との調整、お試し住宅の運営などを行った。 

 

＜令和６年度＞ 

 ・令和５年度の実績から改善を踏まえたセンター施設運営、移住検討者等の相談対応（窓口、電話、メー

ル等）、各種イベントの実施・参加（町内ツアー、インターン、外部移住定住イベントへの参加） 

 ・移住定住に係る関連業務の対応（無料職業相談の受付・企業調整・お試し住宅の運営など） 

 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

本町においては、東日本大震災及び原発事故により多くの生命・財産の喪失に加え、全町民が避難を余儀

なくされており、本町（町及び自宅）へ帰還するまでの避難生活が長期化している。 

町第二次復興計画改訂版の理念の一つである「帰町を選択できるとともに、町外からも人が来たくなる環

境づくり」を実現するためには、移住定住事業等を進めることが重要であり、そのために町来訪者への現地

案内や職業紹介等、相談者に寄り添った対応が必要。 

関連する事業の概要 

・(7)-49-8 大熊町移住定住広報事業 

 町が求める移住ターゲット層ごとに、町の魅力を発信することで認知を広め、現段階では潜在層であるも

のの将来的に移住予定層となり得る層を少しでも多く獲得するための情報発信を行う。 

同事業においては、町を知らない潜在層へ向け情報発信を実施しており、本事業（大熊町移住定住支援セ

ンター事業）においては、町を認知しており移住を検討している層や既に町に移住している方へ向け、町内

開催イベント情報や、職業紹介等の情報発信を実施していく。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 


